
別紙１ 

作業環境測定による等価騒音レベルの測定 

 

１ 作業環境測定の方法 

⑴ 作業環境測定基準（昭和51年労働省告示第46号）第４条第１号及び第２号に

定める方法による等価騒音レベルの測定（以下「Ａ測定」という。）を行い、騒音

源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、加えて作業

環境測定基準第４条第３号に定める方法による等価騒音レベルの測定（以下別紙

１において「Ｂ測定」という。）を行うこと。 

⑵ 測定は、作業が定常的に行われている時間帯に、１測定点について10分間以上

継続して行うこと。 

 

２ 測定結果の評価 

事業者は、１による作業環境測定を行った後、単位作業場所ごとに、次の表によ

り、結果の評価を行うこと。 

 

  

Ｂ測定 

85dB未満 
85dB以上 

90dB未満 
90dB以上 

Ａ測

定平

均値 

85dB未満 第Ⅰ管理区分 第Ⅱ管理区分 第Ⅲ管理区分 

85dB以上 

90dB未満 
第Ⅱ管理区分 第Ⅱ管理区分 第Ⅲ管理区分 

90dB以上 第Ⅲ管理区分 第Ⅲ管理区分 第Ⅲ管理区分 

備考 

１ 「Ａ測定平均値」は、測定値を算術平均して求めること。 

２ 「Ａ測定平均値」の算定には、80dB未満の測定値は含めないこと。 

３ Ａ測定のみを実施した場合は、表中のＢ測定の欄は 85dB 未満の

欄を用いて評価を行うこと。 

 

３ 評価結果に基づく措置 

事業者は、２による評価の結果に基づき、管理区分ごとに、それぞれ次の措置を

講ずること。なお、手持動力工具を使用する業務については、第Ⅰ管理区分に区分

されることが継続している場所である場合を除き、当該業務に従事する労働者に対

し、聴覚保護具を使用させること。 

⑴ 第Ⅰ管理区分の場合 

当該場所における作業環境の継続的維持に努めること。 



⑵ 第Ⅱ管理区分の場合 

ア 標識によって、当該場所が第Ⅱ管理区分であることを明示する等の措置を講

ずること。 

イ 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設

又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改

善するため必要な措置を講じ、管理区分が第Ⅰ管理区分となるよう努めること。 

ウ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、聴覚保護具を使用させるこ

と。 

⑶ 第Ⅲ管理区分の場合 

ア 標識によって、当該場所が第Ⅲ管理区分であることを明示する等の措置を講

ずること。 

イ 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設

又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改

善するため必要な措置を講じ、管理区分が第Ⅰ管理区分又は第Ⅱ管理区分とな

るよう努めること。 

なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認する

ため、当該場所について、当該措置を講ずる直前に行った作業環境測定と同様

の方法で作業環境測定を行い、その結果の評価を行うこと。 

ウ 騒音作業に従事する労働者に聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を

管理者に確認させるとともに、聴覚保護具の使用について、作業中の労働者が

容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示すること。 

 

４ 測定結果等の記録 

事業者は、作業環境測定を実施し、測定結果の評価を行ったときは、その都度、

次の事項を記録して、これを３年間保存すること。 

① 測定日時 

② 測定方法 

③ 測定箇所 

④ 測定条件 

⑤ 測定結果 

⑥ 評価日時 

⑦ 評価箇所 

⑧ 評価結果 

⑨ 測定及び評価を実施した者の氏名 

⑩ 測定及び評価の結果に基づいて措置を講じたときは、当該措置の概要 

 

  



別紙２ 

定点測定による等価騒音レベルの測定 

 

１ 定点測定の方法 

⑴ 騒音源に近接する場所において作業が行われている時間のうち、騒音レベルが

最も大きくなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において、作業環境

測定基準第４条第３号に定める方法による等価騒音レベルの測定（以下別紙２及

び４において「定点測定」という。）を行うこと。 

⑵ 測定は、作業が定常的に行われている時間帯に、１測定点について10分間以上

継続して行うこと。 

 

２ 測定結果に基づく措置 

事業者は、１による定点測定の結果に基づき、次の措置を講ずること。なお、手

持動力工具を使用する業務については、等価騒音レベルが継続的に 85dB 未満であ

る場合を除き、当該業務に従事する労働者に対し、聴覚保護具を使用させること。 

⑴ 85dB未満の場合 

当該場所における作業環境の継続的維持に努めること。 

⑵ 85dB以上90dB未満の場合 

ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設

又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改

善するため必要な措置を講じ、等価騒音レベルが 85dB 未満となるよう努める

こと。 

イ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、聴覚保護具を使用させるこ

と。 

⑶ 90dB以上の場合 

ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設

又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改

善するため必要な措置を講じ、等価騒音レベルが 85dB 未満となるよう努める

こと。 

なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認する

ため、当該場所について、当該措置を講ずる直前に行った定点測定と同様の方

法で定点測定を行うこと。 

イ 騒音作業に従事する労働者に聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を

管理者に確認させるとともに、聴覚保護具の使用について、作業中の労働者が

容易に知ることができるよう、当該作業場の見やすい場所に掲示すること。 

 

３ 測定結果等の記録 

事業者は、定点測定を実施したときは、その都度、次の事項を記録して、これを

３年間保存すること。 

① 測定日時 



② 測定方法 

③ 測定対象となる騒音作業 

④ 測定箇所 

⑤ 測定条件 

⑥ 測定結果 

⑦ 測定を実施した者の氏名  

⑧ 測定結果に基づいて措置を講じたときは、当該措置の概要 

  



 

別紙３ 

個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定 

 

１ 個人ばく露測定の方法 

⑴ 使用する機器 

ア 測定に使用するばく露計は等価騒音レベルを測定できる必要があることか

ら、JIS C1509-1又はIEC 61252に規定する精度を満たすものとすること。 

イ 場所によっては、防爆性能を有するばく露計を選定して使用する必要がある

こと。 

⑵ 測定方法 

ア 同種の業務を行うグループごとに１台以上のばく露計による測定を行うこ

と。 

イ ばく露計のマイクロホン部分を測定対象者の頭部、首又は肩の近くに装着す

ること。 

ウ 測定者は、測定対象者に、終日又は半日、ばく露計を装着させたままで騒音

作業を行わせることにより、騒音作業に従事する時間の等価騒音レベルを測定

すること。ただし、２時間ごとに反復継続する作業を行うことが明らかな場合

等、一定時間の測定を行うことで作業時間全体の等価騒音レベルを算定するこ

とが可能な場合は、測定の開始から終了までの時間が１時間以上であれば、測

定時間を短縮して差し支えない。 

エ 測定者は、測定を開始する前に、測定対象者にばく露計が正しく装着されて

いることを確認すること。測定対象者は、測定中にばく露計が落下したり、マ

イクロホン部分が作業着等で覆われたりすることがないよう、注意すること。

なお、測定をしている間、測定者の立会いは不要であること。 

 

２ 測定結果に基づく措置 

事業者は、１による測定の結果に基づき、次の措置を講ずること。なお、手持動

力工具を使用する業務については、等価騒音レベルが継続的に 85dB 未満である場

合を除き、当該業務に従事する労働者に対し、聴覚保護具を使用させること。 

⑴ 85dB未満の場合 

当該場所における作業環境の継続的維持に努めること。 

⑵ 85dB以上90dB未満の場合 

ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設

又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改

善するため必要な措置を講じ、等価騒音レベルが 85dB 未満となるよう努める

こと。 

イ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、聴覚保護具を使用させるこ

と。 

⑶ 90dB以上の場合 



ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設

又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改

善するため必要な措置を講じ、等価騒音レベルが 85dB 未満となるよう努める

こと。 

なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認する

ため、当該場所について、当該措置を講ずる直前に行った個人ばく露測定と同

様の方法で個人ばく露測定を行うこと。 

イ 騒音作業に従事する労働者に聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を

管理者に確認させるとともに、聴覚保護具の使用について、作業中の労働者が

容易に知ることができるよう、当該作業場の見やすい場所に掲示すること。 

 

３ 測定結果等の記録 

事業者は、個人ばく露測定を実施したときは、その都度、次の事項を記録して、

これを３年間保存すること。 

① 測定日時 

② 測定方法 

③ 測定対象となる騒音作業及び対象者 

④ 測定箇所 

⑤ 測定条件 

⑥ 測定結果 

⑦ 測定を実施した者の氏名 

⑧ 測定結果に基づいて措置を講じたときは、当該措置の概要 

 

  



別紙４ 

 

等価騒音レベルの推計 

 

１ 推計の方法 

等価騒音レベルの推計は、対象となる騒音作業ごとに、次の式により行うこと。 

音響パワーレベルは、機械等の騒音源が放射する音のエネルギーをレベル表示し

たものであり、機械等に騒音値として表示されているものを参考にすること。 

なお、周囲に建物や壁等がある場合、音の反響の影響から、当該推計値と比較し

て、騒音レベルが高くなる可能性が大きいことから、等価騒音レベルの把握方法と

して推計を用いることは適切でないことに留意すること。 

 

Lp＝Lw− 20log − 8 
 

  Lp（㏈）：推計値 

Lw（㏈）：音響パワーレベル 

  ｒ（m）：騒音源からの距離 

 

２ 推計結果に基づく措置 

事業者は、１による推計の結果に基づき、次の措置を講ずること。なお、手持動

力工具を使用する業務については、等価騒音レベルが継続的に 85dB 未満である場

合を除き、当該業務に従事する労働者に対し、聴覚保護具を使用させること。 

⑴ 85dB未満の場合 

当該場所における作業環境の継続的維持に努めること。 

⑵ 85dB以上90dB未満の場合 

ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設

又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改

善するため必要な措置を講じ、等価騒音レベルが 85dB 未満となるよう努める

こと。 

イ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、聴覚保護具を使用させるこ

と。 

⑶ 90dB以上の場合 

ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設

又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改

善するため必要な措置を講じ、等価騒音レベルが 85dB 未満となるよう努める

こと。 

なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認する

ため、当該場所について改めて推計又は定点測定若しくは個人ばく露測定を行

うこと。 



イ 騒音作業に従事する労働者に聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を

管理者に確認させるとともに、聴覚保護具の使用について、作業中の労働者が

容易に知ることができるよう、当該作業場の見やすい場所に掲示すること。 

 

３ 推計結果等の記録 

事業者は、推計を実施したときは、その都度、次の事項を記録して、これを３年

間保存すること。 

① 推計日時 

② 推計方法 

③ 推計対象となる騒音作業 

④ 推計箇所 

⑤ 推計条件 

⑥ 推計結果 

⑦ 推計を実施した者の氏名 

⑧ 推計結果に基づいて措置を講じたときは、当該措置の概要 

  


